
 

第 172 回「柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会」 
ご説明内容 

 
 
１． 日 時 2017 年 10 月 4日（水）18:30～20:50 
 
２． 場 所 柏崎原子力広報センター 2 階研修室 
 
３． 内 容 

 
（１）前回定例会以降の動き、質疑応答 

   （東京電力 HD、原子力規制庁、資源エネルギー庁、新潟県、柏崎市、 

刈羽村） 
 

（２）広域避難計画に関する意見交換（1/2 回目） 
 

（３）その他、フリートーク 
 

添付：第 172 回「地域の会」定例会資料 
 

以 上 



2017 年 10 月４ 日  

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

第 172 回「地域の会」定例会資料 〔前回定例会以降の動き〕 

 

 

【不適合関係】 

・ ９月 23 日 柏崎刈羽原子力発電所での火災警報の発生について（公表区分Ⅲ）〔P.２〕 

 

【発電所に係る情報】 

・ ９月 28 日 柏崎刈羽原子力発電所での火災警報の発生の対応状況について  〔P. ６〕 

・ ９月28日 柏崎刈羽原子力発電所における安全対策の取り組み状況について 〔P. ８〕 

・ ９月 28 日 柏崎刈羽原子力発電所６、７号機の新規制基準への適合性審査の状況に 

ついて                           〔P. 12〕 

 

【その他】 

・ ９月 20 日 新潟県見附市における「東京電力コミュニケーションブース」の開設に 

ついて                            〔P. 15〕 

・ 10 月 ４日 コミュニケーション活動の報告と改善事項について（10 月分） 〔P. 17〕 

 

【福島の進捗状況に関する主な情報】 

・ ９月28日 福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ進捗状況 

(概要版)                   〔別紙〕 

 

 

以 上 

 

 
＜参考＞ 
 当社原子力発電所の公表基準（平成 15 年 11 月策定）における不適合事象の公表区分について 

区分Ⅰ  法律に基づく報告事象等の重要な事象 
区分Ⅱ  運転保守管理上重要な事象 
区分Ⅲ  運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 
その他  上記以外の不適合事象 
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 2017年9月28日

No.お知らせ日 号　機 件　名 内　容

プレス公表（運転保守状況）

【発生状況】
　  2017年9月23日午前11時49分頃、事務本館屋上において、協力企業作業員が屋根の防水工事を行っていた際に、
　　その作業に関連して事務本館内用品庫にて火災警報が発報しました。このため午前11時50分に速やかに119番
　　通報いたしました。
　　発火、発煙は確認されておらず、柏崎消防署の現場確認の結果、午後12時49分に「非火災」と判断されまし
　　た。現場では消火活動は行っておりません。
           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2017年9月23日　お知らせ済み）
　
【対応状況】
　　○推定原因
　　　・事務本館屋上では屋根の防水工事を実施しており、工事に関連して屋上と用品庫との間にある建物構造
　　　　上の隙間が露出しておりました。
　　　　事象発生時、屋上ではアスファルトをガスバーナーで溶かす作業を行っており、その際に発生した油分
　　　　を含んだ蒸気が、一時的に強くなった風により隙間を通じて用品庫内に入り込み、火災報知器が発報し
　　　　たものと推定しております。

　　○対策
　　　・今回、蒸気が入り込んだ隙間を、断熱材（ロックウール）にて充填しその上からシール材（ウレタン樹
　　　　脂）を塗り蒸気の侵入を防止します。
　　　・作業中、適宜、作業場所下の天井裏を確認し、蒸気が入り込んでいないかを確認します。
　

①
2017年
9月23日

―
柏崎刈羽原子力発電所での火災報知器の
発報について
（第1報、第2報、第3報）（区分Ⅲ）

6



添付資料柏崎刈羽原子力発電所での火災警報の発報に関する現場写真

事務本館 屋上 壁面 拡大

約 ４㎝の隙間

屋根の防水工事現場

全体写真

事務本館 免震重要棟

蒸気進入路（推定）図

▼屋上

▲天井
第２用品庫

蒸気 火災報知器

風
アスファルト
補修作業

～
～
～

隙間
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（お知らせ） 
 

新潟県見附市における「東京電力コミュニケーションブース」の開設について 

～市民交流センター「ネーブルみつけ」にブースを開設し、皆さまの疑問におこたえします～ 

 

2017 年 9 月 20 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

新 潟 本 社 

 

当社柏崎刈羽原子力発電所では、福島第一原子力発電所の事故の反省と教訓を踏まえ、設備面

におけるより一層の安全対策を講じるとともに、事故への対応力の強化を目的に、様々な事故や

災害を想定した訓練を継続して行うなど、発電所全体で安全性の向上に取り組んでおります。 

 

当社は、これらの取り組みを一人でも多くの方々にご紹介し、新潟県にお住まいの皆さまのご

不安や疑問におこたえするため、９月 27 日（水）～10 月 1 日（日）の５日間にわたり、市民交

流センター「ネーブルみつけ」において「東京電力コミュニケーションブース」を開設し、パネ

ルや模型の展示を通じて発電所の安全対策等のご説明を行います。 

 

また、期間中の 9 月 28 日と 30 日には、柏崎刈羽原子力発電所サービスホールとの往復無料バ

スを運行し、サービスホールをご見学いただけます。 

 

なお、柏崎刈羽原子力発電所の免震重要棟の耐震性に関する問題につきましては、引き続き、

本ブースにおいて、経緯や原因などについてご説明するとともに、ご心配とご迷惑をおかけして

いることについてお詫びをさせていただきたいと考えております。 

 

新潟県内における「東京電力コミュニケーションブース」の開設は、2015 年 10 月の上越市内

での初開設以来、17 回目となります。 

 

ブースには当社社員が常駐し、皆さまからのご意見をお伺いするとともに、ご来場いただいた

皆さまの疑問におこたえいたしますので、ぜひ、お気軽に足をお運びくださいますようお願いい

たします。 

以 上 

 

別紙：見附市に開設する「東京電力コミュニケーションブース」の概要 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社 

新潟本社 渉外・広報部 広報総括グループ 

 025-283-7461（代表） 
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  別 紙 

見附市に開設する「東京電力コミュニケーションブース」の概要 

 

1．設置期間 

   2017 年９月 27 日（水）～10 月 1 日（日）の５日間 

2．開設時間 

  午前 10 時～午後５時 

※9 月 27 日（水）のみ 午前 11 時～午後５時まで 

3．場  所 

  市民交流センター「ネーブルみつけ」１階 多目的広場（住所：見附市学校町 1-16-15） 

4．設置内容 

○パネルコーナー 

柏崎刈羽原子力発電所の取り組みを、パネルなどで当社社員がご説明します。 

○体験コーナー 

サンプルを用いた身近にある物（昆布や化学肥料など）の放射線測定や、手回し発電

機で電気をつくり電車の模型を走らせる体験ができます。 

○工作教室 ソーラーメロディーハウス＜９月 30 日（土）、10 月１日（日）＞ 

太陽電池でメロディーが鳴るソーラーハウスを、お子さまでも簡単に作ることができ

る工作教室を開催します。 

○サービスホール バスツアー＜９月 28 日（木）、９月 30 日（土）＞ 

柏崎刈羽原子力発電所サービスホールとの往復無料バスを運行※し、サービスホール

に展示してある原子炉模型などの様々な展示物を動かしながら原子力発電所の仕組み

をご覧いただき、安全対策の取り組みについてご説明します。 

※ ネーブルみつけ 12：20 受付締切 

          13：00 出発 

  サービスホール 14：00～15：00 見学 

ネーブルみつけ 16：00 到着  

5．地  図 

 

 

 

 

 

 

 

※会場には当社社員が常駐しておりますので、お気軽にお声掛けください。 

   ※入場は無料です。 

以 上 
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©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

コミュニケーション活動の報告と改善事項について
（10月分）

平成29年10月４日

東京電力ホールディングス株式会社

新潟本社
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無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社.

改善事項 柏崎刈羽原子力発電所の見学機会の拡大・強化

想定される
ご不安・ご懸念

柏崎原子力発電所の現状をより多くの地域住民に知っていただくため
発電所を見学する機会を増やす努力が必要ではないのか

地域住民の中には，柏崎原子力発電所を実際に見学できることを
知らない方がいるのではないか

検討した点
工夫した点

見附市で開催のコミュニケーションブースの新聞折り込みの中で，
サービスホールおよび柏崎刈羽原子力発電所のご見学について紹介
（※発電所ご見学の広報については今後も継続して検討）

コミュニケーションブースにご来場いただいた地域の皆さまを対象に
サービスホール・柏崎刈羽原子力発電所の見学バスツアーを勧奨し，
２日間バスツアーを運行

具体的な活動

◯ コミュニケーションブース（ネーブルみつけ）開催期間中に実施

新聞折込：見附市全域へ配布（発行部数：約３１，０００部）
新 聞広告：見附新聞（発行部数：約５，０００部）

チャンネル０（発行部数：約１３，０００部）
見学ﾊﾞｽﾂｱｰ：９／２８，９／３０の２日間バスツアーを開催

■改善事項１

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社.

■改善事項１（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾌﾞｰｽ折り込みﾁﾗｼ）

柏崎刈羽原
子力発電所
・サービスホ
ールのご見
学について
ご紹介

９／２８（木）
９／３０（土）
バスツアー
を開催
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無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社.

改善事項
柏崎刈羽原子力発電所員の安全にかける思いをお伝えする広告を
新聞各紙に掲載

想定される
ご不安・ご懸念

柏崎刈羽原子力発電所の設備のことばかり広報していて，
実際に働いている人の顔が見えない

福島第一原子力発電所の事故以降，柏崎刈羽原子力発電所員は，
どのような事を思い考え日々働いているのかを知りたい

検討した点
工夫した点

より多くの人に知ってもらうために、従来から雑誌に掲載していたシリーズ広告
「私たちの思い」を新聞各紙にも掲載（本年７月から）

中越沖地震の反省や福島第一原子力発電所事故の反省を踏まえた
安全への思いを紹介

具体的な活動

◯新聞社６社に掲載

新潟日報 ・朝日新聞 ・毎日新聞 ・読売新聞 ・日経新聞 ・産経新聞

■改善事項２

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社.

■改善事項２（新聞広告）

中越沖地震の反省や
福島第一原子力発電所事故
の反省を踏まえた安全への
思いを紹介

発電所の設備ではなく，
人にスポットをあてた
広報とした
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廃炉・汚染水対策の概要 ２０１７年９月２８日 
廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議 

1/8 

使用済燃料プール 
からの燃料取り出し 

燃料デブリ 
取り出し 

原子炉施設の解体等 

「廃炉」の主な作業項目と作業ステップ 

保管／搬出 燃料取り出し 燃料取り出し 
設備の設置 

ガレキ撤去、 
除染 

「汚染水対策」の３つの基本方針と主な作業項目 

保管／搬出 燃料デブリ 
取り出し 

解体等 設備の設計 
・製作 

シナリオ 
・技術の検討 

１、２号機 ３号機 ４号機 

方針１．汚染源を取り除く 

～汚染水対策は、下記の３つの基本方針に基づき進めています～ 

方針２．汚染源に水を近づけない 

方針３．汚染水を漏らさない 

③地下水バイパスによる地下水汲み上げ 
④建屋近傍の井戸での地下水汲み上げ 
⑤凍土方式の陸側遮水壁の設置 
⑥雨水の土壌浸透を抑える敷地舗装 

⑦水ガラスによる地盤改良 
⑧海側遮水壁の設置 
⑨タンクの増設（溶接型へのリプレイス等） 

多核種除去設備（ALPS）等 
• タンク内の汚染水から放射性物質を除去しリスクを低

減させます。 
• 多核種除去設備に加え、東京電力による多核種除去設

備の増設（2014年９月から処理開始）、国の補助事
業としての高性能多核種除去設備の設置（2014年
10月から処理開始）により、汚染水（RO濃縮塩水）
の処理を2015年5月に完了しました。 

• 多核種除去設備以外で処理したストロンチウム処理水
について、多核種除去設備での処理を進めています。 

(高性能多核種除去設備) 

凍土方式の陸側遮水壁 
• 建屋を陸側遮水壁で囲み、建屋への地下水流入を抑制します。 
• 2016年3月より海側及び山側の一部、2016年6月より山側の

95%の範囲の凍結を開始しました。残りの箇所についても段階
的に凍結を進め、2017年8月に全ての箇所の凍結を開始しま
した。 

• 2016年10月、海側において海水配管トレンチ下の非凍結箇所
や地下水位以上などの範囲を除き、凍結必要範囲が全て0℃以
下となりました。 

海側遮水壁 
 

• １～４号機海側に遮水壁を設置し、汚染された地下水の
海洋流出を防ぎます。 

• 遮水壁を構成する鋼管矢板の打設が2015年9月に、鋼
管矢板の継手処理が2015年10月に完了し、海側遮水
壁の閉合作業が終わりました。 

(海側遮水壁) 

プールからの燃料取り出しに向けて 
（注１）事故により溶け落ちた燃料。 

～４号機使用済燃料プールからの燃料取り出しが完了しました。１～３号機の燃料取り出し、燃料デブリ(注１)取り出しの開始に向け順次作業を進めています～ 

 （注３）配管などが入った地下トンネル。 

①多核種除去設備等による汚染水浄化 
②トレンチ(注３)内の汚染水除去 

１号機：燃料取り出し開始 2023年度目処 
２号機：燃料取り出し開始 2023年度目処 
３号機：燃料取り出し開始 2018年度中頃 
４号機：燃料取り出し完了 2014年 

原子炉格納容器内の状況把握／ 
燃料デブリ取り出し工法の検討 等 

（注２） 

１～３号機 

2019年度 

初号機の燃料デブリ 
取り出し方法の確定 

（注２） 

(        ) 
凍結管バルブ 
開閉操作の様子 

 
３号機の使用済燃料プールからの燃料取り出
しに向け、燃料取り出し用カバーの設置作業
を進めています。 
原子炉建屋オペレーティングフロアの線量低減対策とし
て、2016年6月に除染作業、2016年12月に遮へい体
設置が完了しました。2017年1月より、燃料取り出し用
カバーの設置作業を開始しました。 

3号機燃料取り出し用カバー設置状況
(2017/9/27) 

ＦＨＭ 
ガーダ 

ＦＨＭ 
ガーダ 
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ミュオンによる３号機原子炉内 
燃料デブリ調査結果 

２号機原子炉建屋 
屋根保護層撤去工事 

◆１～３号機の原子炉・格納容器の温度は、この１か月、約25℃～約35℃※１で推移しています。 
 また、原子炉建屋からの放射性物質の放出量等については有意な変動がなく

※２
、総合的に冷温停止状態を維持していると判断しています。 

※１ 号機や温度計の位置により多少異なります。 
※２ １～４号機原子炉建屋からの放出による被ばく線量への影響は、2017年８月の評価では敷地境界で年間0.00021ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ未満です。 
   なお、自然放射線による被ばく線量は年間約2.1ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ (日本平均)です。 

東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ進捗状況（概要版） 

取り組みの状況 

2/8 

2016/3/31 
凍結開始 

4号機 

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 

1568/1568 

凍結管設置 (本) 

2015/11/9 凍結管設置完了 

1533/1533* 

取り出し完了燃料（体） 

（2014/12/22燃料取り出し完了） 

陸
側
遮
水
壁 

＊：2012年に先行して 
取り出した新燃料2体を除く 

燃料取り出し用カバー 

原子炉 
格納容器 
(PCV) 

原子炉 
圧力容器 
(RPV) 

燃料 
デブリ 

圧力抑制室 
(S/C) 

注水 

ベント管 

トーラス 
室 

1号機 

392体 

建
屋
カ
バ
ー
鉄
骨 

安全第一 福島第一 安全第一 福島第一 安全第一 福島第一 

使用済燃料 
プール(SFP) 

原子炉建屋(R/B) 

注水 

ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙ 
（閉止完了） 

2号機 

615体 ペ
デ
ス
タ
ル 

3号機 

注水 

構台 

安全第一 福島第一 安全第一 福島第一 安全第一 福島第一 

566体 

遮へい体 FHMガーダ 

３号機燃料取り出し用カバーの 
設置状況 

労働環境の改善に向けた 
作業員へのアンケート 

スライド架台 

陸側遮水壁の状況 
 陸側遮水壁(山側)のうち、8/22より凍
結を開始した西側③について、徐々に温
度が低下し、既に一部が0℃以下となっ
ています。また、西側③近傍の陸側遮水
壁内外水位差が拡大しています。 

 10月から、2号機原子炉
建屋屋上の汚染源である屋根
保護層（ルーフブロック・敷
砂等）を撤去します。 
 本作業は、成形されたブ
ロック等の集積作業であるた
め、ダストの飛散リスクは少
ないと想定していますが、飛
散リスクを低減するため、作
業前に散水を行います。 

 ３号機燃料取り出しに向けて、ドーム屋根設
置作業を実施しております。9/4,6に8個中2
つ目のドーム屋根を吊り込み、9/15に設置が
完了しました。また、燃料取扱機・クレーンの
関連設備の設置を 
開始しています。 
  2018年度中頃
の燃料取り出しに
向け、引き続き準
備を進めます。 

ドーム屋根 中長期ロードマップ 
改訂 

 発電所で作業される作業員の方々
の労働環境の改善に向け、毎年定期
的に実施しているアンケート(8回
目)の配布を9/28より開始しました。 
 10月にアンケートを回収し、12
月にアンケート結果を取りまとめ、
労働環境の改善に活かしていきます。 
 今年度のアンケートは、労働条件
に関する参考情報を追加する等、回
答頂く方々に分かりやすくなるよう
工夫しています。 

使用済燃料プール 
冷却停止試験結果 

 使用済燃料プールの冷却設備が
仮に停止しても、自然放熱により
プールが冷却できることを確認す
るため、8/21から2号機の使用
済燃料プール冷却停止試験を行い、
気温が高い夏季においても、自然
放熱により運転上の制限(65℃)を
下回る温度で安定すること、及び
使用済燃料プール水温の評価式の
妥当性を確認しました。 

１号機原子炉建屋 
ガレキ状況調査結果 

 1号機原子炉建屋上のガレキについて、
これまでの調査でウェルプラグ※のズレが
確認(上面の線量率：最大約200mSv/h、
平均約125mSv/h)されたため、8月まで
に３Dスキャナによりウェルプラグ上段3
枚のうち2枚の調査を行い、たわみを確認
しました。 
 引き続きウェルプラグ内部の線量調査を
行うとともに、今回得られた結果を踏まえ、
ウェルプラグの処置方法の検討を進めます。 

※原子炉格納容器上に設置されたコンクリート部材。 
 上段、中段、下段の3層構成で各層3分割されている。 

乾式キャスクからの 
回収ウラン燃料※取り出し 
 2013年より乾式キャスク仮保管
設備にて保管中の乾式キャスクのう
ち2基に、回収ウランを用いた使用済
燃料4体を収納していたことから、
10月に回収ウラン燃料を取り出し共
用プールにて保管します。 
 これまでの監視・巡視点検におい
て、当該のキャスク2基に異常は確認
されていません。 

＜ドーム屋根設置状況(9/26撮影)＞ 
＜西側③温度＞ 

 9/26に、廃炉・汚染水対策関
係閣僚等会議を開催し、中長期
ロードマップを改訂しました。 
 燃料デブリ取り出し方針の決定、
プール内燃料取り出しの安全確保
を最優先とした対応、汚染水対策
の維持・管理、廃棄物対策の基本
的考え方の取りまとめ、双方向の
コミュニケーションの重視・強化
が今回の改訂のポイントです。 

 3号機の原子炉内燃料デブリの状況を把握するため、
5/2～9/8に宇宙線由来のミュオン(素粒子の一種)を
用いた測定を実施しました。 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

     

 

 

 

引き続き、地
中温度、水位
及び汲み上げ
量の状況等を
監視し、陸側
遮水壁の効果
を確認します。 

使用済
燃料プール

格納容器外周
コンクリート

原子炉圧力容器

北南

山側高台

高
さ
（
O

P
）
[m

]

水平[m]

建屋壁（主蒸気隔離弁室）

炉心域

（2017年9月8日時点）

 定量的な評価を行い、も
ともと燃料が存在していた
炉心域に大きな塊は存在し
ないこと、原子炉圧力容器
底部に一部燃料デブリが存
在している可能性があるこ
とを評価しました。 ＜            ＞ 

ミュオン測定により 
原子炉建屋を透視した様子 

前室 

9/25 7/31 
(補助工法開始) 

8/22 
凍結
開始 

※使用済燃料を再処理施設で再処理した際に 
 得られたウラン等を使用した燃料 2



１
号 

２
号 

３
号 

４
号 

主な取り組み 構内配置図 

3/8 

６
号 

５
号 

敷地境界 

MP-1 

MP-2 

MP-3 
MP-4 

MP-5 

※モニタリングポスト（MP-1～MP-8）のデータ 

 敷地境界周辺の空間線量率を測定しているモニタリングポスト(MP)のデータ（10分値）は0.454μSv/h～1.828μSv/h（2017/8/30～9/26）。 

 MP-2～MP-8については、空間線量率の変動をより正確に測定することを目的に、2012/2/10～4/18に、環境改善（森林の伐採、表土の除去、遮へい壁の設置）の工事を実施しました。 

 環境改善工事により、発電所敷地内と比較して、MP周辺の空間線量率だけが低くなっています。 

 MP-6については、さらなる森林伐採等を実施した結果、遮へい壁外側の空間線量率が大幅に低減したことから、2013/７/10～７/11にかけて遮へい壁を撤去しました。 

MP-6 

MP-7 

MP-8 

凍土方式による
陸側遮水壁 陸側遮水壁の状況 

３号機燃料取り出し用カバーの 
設置状況 

２号機原子炉建屋 
屋根保護層撤去工事 

労働環境の改善に向けた 
作業員へのアンケート 

中長期ロードマップ改訂 

使用済燃料プール 
冷却停止試験結果 

１号機原子炉建屋 
ガレキ状況調査結果 

ミュオンによる３号機原子炉内 
燃料デブリ調査結果 

乾式キャスク 
仮保管設備 

乾式キャスクからの 
回収ウラン燃料 

取り出し 
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中⻑期ロードマップ改訂案について

平成２９年９⽉２６⽇
廃炉・汚染⽔対策チーム事務局

資料１
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中⻑期ロードマップ改訂案のポイント
１．改訂に当たっての基本的姿勢
（１）安全確保の最優先・リスク低減重視の姿勢を堅持
（２）廃炉作業の進展に伴い現場状況がより明らかになってきたことを踏まえた、廃炉作業全体の最適化
（３）地域・社会とのコミュニケーションを重視・⼀層の強化

1

２．今回改訂のポイント
（１）燃料デブリ取り出し

機構が複数の取り出し⼯法を⽐較・検討し、
８⽉末に政府への技術提⾔を策定・公表

（２）プール内燃料取り出し
作業の進展により、安全確保の観点から、
新たに必要な作業が明確化

（３）汚染⽔対策
サブドレン、海側遮⽔壁、凍⼟壁等の予防
・重層対策が進展。建屋流⼊量は⼤幅低減。

（４）廃棄物対策
機構が「基本的考え⽅」に関する政府への
技術提⾔を８⽉末に策定・公表

（５）コミュニケーション
帰還・復興の進展により、より丁寧な情報
発信・コミュニケーションが必要に

提⾔を踏まえ、「燃料デブリ取り出し⽅針」を決定
－気中・横⼯法に軸⾜、格納容器底部を先⾏
－ステップ・バイ・ステップ(⼩規模から段階的に)

判明した現場状況への対応、安全確保対策の徹底・追
加により慎重に作業。廃炉作業全体を最適化し、建屋
周辺の環境を並⾏して改善。

予防・重層対策を適切に維持・管理し、確実に運⽤。
凍⼟壁・サブドレンの⼀体的運⽤により、汚染⽔発⽣
量を削減。液体廃棄物の取扱いは、現⾏⽅針を堅持。

提⾔を踏まえ、「基本的考え⽅」を取りまとめ
－安全確保（閉じ込め・隔離）の徹底
－性状把握と並⾏し、先⾏的処理⽅法を選定

コミュニケーションの⼀層の強化。丁寧な情報発信に
加え、双⽅向のコミュニケーションの充実。
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２

汚染⽔対策 汚染⽔発⽣量を１５０ｍ３／⽇程度に抑制 ２０２０年内

浄化設備等により浄化処理した⽔の貯⽔を全て溶接型タンクで実施 ２０１８年度

滞留⽔処理
①１，２号機間及び３，４号機間の連通部の切り離し ２０１８年内
②建屋内滞留⽔中の放射性物質の量を２０１４年度末の１／１０程度まで減少 ２０１８年度
③建屋内滞留⽔処理完了 ２０２０年内

燃料取り出し ①１号機燃料取り出しの開始 ２０２３年度⽬処

②２号機燃料取り出しの開始 ２０２３年度⽬処

③３号機燃料取り出しの開始 ２０１８年度中頃

燃料デブリ
取り出し

①初号機の燃料デブリ取り出し⽅法の確定 ２０１９年度
②初号機の燃料デブリ取り出しの開始 ２０２１年内

廃棄物対策 処理・処分の⽅策とその安全性に関する技術的な⾒通し ２０２１年度頃

⽬標⼯程（マイルストーン）

廃⽌措置終了までの期間
（30〜40年後）

第３期安定化に向けた取組 第１期
冷温停⽌状態達成
・放出の⼤幅抑制

第２期

2013年11⽉
（4号機燃料取り出し開始） 2021年12⽉ 30〜40年後

使⽤済燃料取り出し開始
までの期間（2年以内）

燃料デブリ取り出しが
開始されるまでの期間（10年以内）

2011年12⽉

廃炉⼯程全体の枠組みは維持

対策の進捗状況を分かりやすく⽰す⽬標⼯程

6



（参考）燃料デブリ取り出し⽅針と当⾯の取組
燃料デブリ取り出し⽅針

燃料デブリ取り出し⽅針を踏まえた当⾯の取組

【前提】
○ 燃料デブリの存在リスクを可能な限り早期に低減
○ 現時点では不確実性が多く、今後の作業での新たな知⾒を踏まえ、不断の⾒直し

●予備エンジニアリングの実施
取り出し作業の前段階として、これまでの研究開発成果の現場適⽤性を確認し、実際の作業⼯程を具体化。
基本設計からの⼿戻りの最⼩化を図る。

●内部調査の継続的な実施と研究開発の加速化・重点化
より詳細な格納容器内部調査、圧⼒容器内部調査⼯法の開発。
また、横アクセス実現のため、作業現場の放射線量低減や放射性物質閉じ込め機能を確保する技術を確⽴。

①ステップ・バイ・ステップのアプローチ
先⾏して着⼿すべき⼯法を設定の上、徐々に得られる情報に基づき、柔軟に⽅向性を調整。
取り出しは⼩規模なものから始め、作業を柔軟に⾒直しつつ、段階的に取り出し規模を拡⼤

②廃炉作業全体の最適化
準備⼯事から取り出し⼯事、搬出・処理・保管及び後⽚付けまで、全体最適化を⽬指した総合的な計画として検討。

③複数の⼯法の組みあわせ
単⼀⼯法を前提とせず、部位に応じた最適な取り出し⼯法を組み合わせ
（格納容器底部には横からアクセス、圧⼒容器内部には上からアクセスすることを前提に検討）

④気中⼯法に重点を置いた取組
⽌⽔の難易度と作業時の被ばく量を踏まえ、現時点では冠⽔⼯法が難しく、気中⼯法に軸⾜。
※冠⽔⼯法については、遮へい効果等の利点を考慮し、将来改めて検討の対象とすることも視野。

⑤原⼦炉格納容器底部に横からアクセスする燃料デブリ取り出しの先⾏
各号機ともに、格納容器底部及び圧⼒容器内部の両⽅に燃料デブリは存在。
取り出しに伴うリスク増加を最⼩限とし、迅速にリスクを低減するため、以下を考慮し、格納容器底部・横を先⾏
①格納容器底部へのアクセス性が最もよく、内部調査で知⾒が蓄積、
②より早期に開始出来る可能性、③使⽤済燃料の取り出し作業と並⾏し得ること
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 2017 年 10 月４ 日  

東京電力ホールディングス株式会社 

 

委員ご質問への回答 

 

＜高桑委員＞ 

Ｑ．国土交通省北陸地方整備局が、地盤の性質として液状化しやすい傾向を示したものとして

「新潟県内の液状化しやすさマップ」を公表しています。 

その図によると、荒浜側敷地、大湊側敷地共に危険度３(０～４の５段階評価)であり、両

敷地内に液状化履歴がいくつも印されています。危険度については「多くの推定を含む大

まかな傾向を示している」とありますが、“危険度３”は「強い地震に見舞われたり、地震

時に地下水位が一時的に上昇したような場合、条件次第では液状化３条件を満たすと考え

られる範囲」と説明されています。敷地の液状化に関して2点質問します。 

 

Ｑ１．中越沖地震の際、両敷地内の状況（沈下、亀裂、噴砂の様子など）はどの様だったのですか 

Ａ１． 

○ 2007年の中越沖地震のときの状況については、審査会合（2017.2.14）にてご説明した資料が

ありますので、別紙を参照願います。 

○ 敷地内の地盤変状として、地盤鉛直変動、亀裂・噴砂について図、写真とあわせて示していま

す。 

  

1



別紙－11 
 
 
 
 
 
 
 
 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 
 
 
 
 
 

液状化影響の検討方針について 
（耐震） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2



 

4 条-別紙 11-217 
 

11.5 新潟県中越沖地震の地盤変状 
（1）敷地周辺の被災状況 

 2007 年 7 月 16 日に発生した新潟県中越沖地震の被災状況について，土木学会は調査団

を派遣し，報告書「2007 年新潟県中越沖地震の被害とその特徴」をまとめている。以下に

その概要を示す。 
第 11-11-25 図は，2007 年の柏崎とその周辺の衛星写真と 1912 年（明治 45 年）当時の

地形図とを比較したものである。1912 年の地形図には日本海側に連続する砂丘が示されて

いる。当該部分において道路亀裂調査を実施（第 11-11-26~28 図）しており，一般に道路

の亀裂の密度は道路幅や舗装厚さの影響を受け必ずしも下位の地盤の変状を直接表すもの

ではないが，亀裂の大きさや密度が大きい部分で地盤変状が顕著であることが推測できる

とし，これらの亀裂は砂丘斜面が低い部分に向かってわずかながら移動したことを示す痕

跡と捉えられると考察している。 
第 11-11-29 図は柏崎市の北東部の鯖石川下流の 1912 年と 2007 年の状況を比較したも

のである。かつての鯖石川は下流部に向かって次第にその周期を長くするような蛇行が発

達しており，この旧河道に沿って地盤変状と被害（例えば，旧三日月湖跡の道路被害（第

11-11-30 図）等）が目立っているとしている。 
第 11-11-32 図は，柏崎市と刈羽村を中心に，液状化によって宅地の被害が集中した地区

を示したものである。鯖石川氾濫原と旧河道及び荒浜新砂丘後背地で液状化が著しかっ

た。この地域は 1964 年の新潟地震でも液状化の被害を蒙り，2004 年新潟県中越地震によ

っても深刻な被害を受けた家屋が多かったとしている。 
 

 

第 11-11-25 図 1912 年頃の柏崎（左）と 2007 年の柏崎（右） 
（土木学会（2010）に一部加筆） 

砂丘 

鵜川 

道路亀裂調査範囲 
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4 条-別紙 11-218 
 

 
第 11-11-26 図 柏崎市街地の舗装道路に現れた亀裂 

（土木学会（2010）に一部加筆） 
 

第 11-11-27 図 砂丘肩部分に現れた亀裂開口  第 11-11-28 図 砂丘麓部分の圧縮痕 
（土木学会（2010）に一部修正）    （土木学会（2010）に一部修正） 

  

第 11.5.4 図 

第 11.5.3 図 
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4 条-別紙 11-219 
 

 

 

第 11-11-29 図 鯖石川下流部分の 1912 年（上）と 2007（下）の状況 
（土木学会（2010）に一部加筆） 

 
第 11-11-30 図 旧三日月湖跡の道路被害  第 11-11-31 図 河道沿いの道路被害 

（土木学会（2010））         （土木学会（2010）） 

鯖石川 

鯖石川 

旧鯖石川 
第 11.5.6 図 

第 11.5.7 図 
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4 条-別紙 11-220 
 

 
図 11-11-32 図 液状化被害が集中した主な住宅地域 

（土木学会（2010））  
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4 条-別紙 11-221 
 

（2）敷地内の地盤変状 
2007 年 7 月 16 日に発生した新潟県中越沖地震における敷地内の地盤変状について，

地震前後に撮影された航空写真測量データに基づき作成した図のうち，第 11-11-33 図及

び第 11-11-34 図に地盤鉛直変動，第 11-11-35 図及び第 11-11-36 図に亀裂・噴砂位置を

示す。亀裂及び噴砂が発生している状況を拡大した航空写真の一例を，第 11-11-37 図に

示す。 
 

a）地盤鉛直変動 
荒浜側における特徴的な地盤変状としては，１号炉海水機器建屋近傍で最大で約 1.6m

の沈下が確認されている。海側エリアにおいては，3m 盤と 5m 盤の段差位置におけるブ

ロック積み擁壁の損傷によって顕著な沈下が確認されている。 
大湊側における特徴的な地盤変状としては，5 号炉海水熱交換機器建屋近傍で最大約

1.0m の沈下が確認されている。６号及び７号炉の原子炉建屋及びタービン建屋周囲の地

下部分は連続地中壁で囲まれており，荒浜側のような埋戻土がないため，これらの建屋周

辺地盤では顕著な沈下はなかった。海側エリアにおいては，荒浜側ほどの顕著な沈下はな

かった。 
建屋近傍や段差個所等の局所的な沈下を除けば，沈下量は荒浜側，大湊側ともに最大で

0.3～0.5m 程度であった。 
 

b）亀裂・噴砂 
噴砂は荒浜側では海側エリアに多くが確認されており，大湊側では敷地山側の駐車場

付近に確認されている。海側エリアでは護岸のはらみ出しが確認されており，地下水位以

下にある飽和した埋戻土層の液状化に起因するものと考えられる。 
地表面に発生した亀裂の多くは直線状であり，地中埋設物の存在による埋戻土の相対

沈下や法面の変状の影響であると考えられる。 
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4 条-別紙 11-222 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 11-11-33 図 新潟県中越沖地震における敷地内の地盤鉛直変動 (a) 荒浜側 
（耐震・構造設計小委員会 地震・津波，地質・地盤合同 WG（第４回）（2008）に一部加筆） 

ブロック積み擁壁部の損傷による沈下 
建屋近傍における局所的な沈下（最大約 1.6m） 

地盤鉛直変動図は，地震前の航空写真測量
（平成 18 年 4 月）と地震後の地形測量の
差分。航空写真測量の許容誤差は 24cm。地
形測量については 2 級水準測量であり許
容誤差は 100m で 1.6mm 程度。 

♯２ 
Ｒ／Ｂ 

♯３ 
Ｒ／Ｂ 

♯４ 
Ｒ／Ｂ 
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4 条-別紙 11-223 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 11-11-34 図 新潟県中越沖地震における敷地内の地盤鉛直変動図 (b)大湊側 
（耐震・構造設計小委員会 地震・津波，地質・地盤合同 WG（第４回）（2008）に一部加筆） 

建屋近傍における局所的な沈下（最大約 1.0m） 

地盤鉛直変動図は，地震前の航空写真測量（平成 18 年 4 月）と地
震後の地形測量の差分。航空写真測量の許容誤差は 24cm。地形測
量については 2 級水準測量であり許容誤差は 100m で 1.6mm 程度。 

♯６ 
Ｒ／Ｂ ♯７ 

Ｒ／Ｂ 
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4 条-別紙 11-224 
 

 
第 11-11-35 図 新潟県中越沖地震における敷地内の亀裂・噴砂位置 (a)荒浜側 

（耐震・構造設計小委員会 地震・津波，地質・地盤合同 WG（第 3 回）（2007）） 

第 11.5.13 図の

表示範囲 
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4 条-別紙 11-225 
 

 

第 11-11-36 図 新潟県中越沖地震における敷地内の亀裂・噴砂位置 (b)大湊側 
（耐震・構造設計小委員会 地震・津波，地質・地盤合同 WG（第 3 回）（2007）） 
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4 条-別紙 11-226 
 

 
(a) 新潟県中越地震前（平成 18 年撮影） 

 
(b) 新潟県中越地震後（平成 19 年撮影） 

第 11-11-37 図 新潟県中越沖地震における敷地内の亀裂及び噴砂の状況 
（耐震・構造設計小委員会 地震・津波，地質・地盤合同 WG（第 3 回）（2007）） 

噴砂 

噴砂 亀裂 

亀裂 
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4 条-別紙 11-227 
 

（3）参考文献 
1）小長井ほか：2007 年新潟県中越沖地震の被害とその特徴，2010 土木学会地震被害調

査小委員会，2006 年～2010 年に発生した国内外の地震被害報告書，2010. 
2）東京電力（株）：新潟県中越沖地震に対する柏崎刈羽原子力発電所の耐震安全性の検   

討状況について，経済産業省総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会耐

震・構造設計小委員会 地震・津波，地質・地盤合同ＷＧ，第 3 回会合配布資料 

（合同 W3-1），pp7-9，2007.12.25. 
3）東京電力（株）：新潟県中越沖地震に対する柏崎刈羽原子力発電所の耐震安全性の検  

討状況について，経済産業省総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会耐

震・構造設計小委員会 地震・津波，地質・地盤合同ＷＧ，第 4 回会合配布資料 
（合同 W4-1-1），pp10-11，2008.2.15. 
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Ｑ２．荒浜側敷地については、地震による液状化が考慮されましたが、大湊側敷地の液状化に対す

る考慮はどの様になされているのですか。 

Ａ２． 

○ ５～７号機を設置している大湊側における液状化の考慮は、１～４号機を設置している荒浜

側と同様に考慮して、安全性が確保されるようにします。 

○ 例えば、アクセスルートについては、液状化も考慮して沈下量を評価し、段差が生じて通行不

能とならないような対策を施します。 

○ もう一つの例として、ガスタービン発電機の基礎は、液状化も考慮して設計を行っており、西

山層（原子炉建屋を設置している液状化しない地盤）に杭で支持させるとともに、砂層には地

盤改良を施しています。 
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＜竹内委員＞ 

前回の第 171 回定例会で「過酷事故が二度と繰り返されることがないように基準地震動などを

厳しくしているのだと思うが、付属の設備をいくら丈夫にしても原子炉自体は手を付けられな

いのでは？」とお伺いし、規制庁からは「原子炉がもたないと判断したら当然廃炉」。東京電力

からは「十分余裕が残っている」とのお答えをいただきました。 

炉の耐圧余裕度について以下２点を教えてください。 

 

Ｑ１．原子炉の耐圧余裕度はどの程度で設計し、基準地震動が厳しくなった今、どの程度の余裕

が残されているのか教えてください。 

Ａ１． 

○ 原子炉の耐圧機能を担う原子炉圧力容器は、基準において、内圧や地震による荷重だけでな

く、熱や自重、運転により生じる荷重等の様々な荷重の組合せに対してそれぞれ許容条件が

設けられており、これらを満足するように設計しています。 

○ 基準地震動が厳しくなった際の影響については、現時点では申し上げられるものではありま

せんが、今後、工事計画認可の中で詳細な評価を行い、国にお示しすることとしておりま

す。 
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Ｑ２．炉の圧力や温度、中性子などの影響による劣化を見るために「試験片」というものが入っ

ていると思いますが、1～7号機それぞれの、試験片からわかる「どの程度の急激な温度変

化に耐えられるのか」を教えてください。あわせてそれぞれが炉心冷却装置を使うことに

なった場合の急激な温度変化で割れる心配がないかどうかも教えてください。 

Ａ２． 

○ 中性子の照射を受けると脆化（粘り強さが低下）することが知られており、最も運転期間の

長い1号機において60年のプラント運転に対して十分余裕のある脆化量であることを確認

しています。 

○ なお、事故時の冷水注入に対してはサーマルスリーブ※を設けることで冷水が直接炉壁に接

することはなく原子炉圧力容器が急速に冷却されない構造になっております。 

 

※ ：材料への熱影響を緩和するため管台の内部に設けたスリーブ（筒状の部品） 
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＜宮崎委員＞ 

１．審査会合の資料が何度も修正されて信用できません。柏崎平野南部、横山の段丘について注

目するだけでも次の変わりようです。 

2015,4,10(第218回)では、「安田層・古安田層:凡例  Ｙ  」 

⇒ 2015,6,19(第241回)では、「安田層(MIS5e):凡例  ｙ 、と 

              古安田層(MIS7) 凡例:  PY  」に 

⇒ 2016,9,30(第404回)では、「安田層上部層(MIS5e):凡例  ｙ 、と 

              安田層下部層:凡例  Y  」に 

⇒ 2017,8,21 原子力規制庁拡大・加筆した資料を提出しています。 

刈羽（藤橋）テフラに関連して、敷地内断層が活断層かどうか、科学的議論の上で判断しなけれ

ばならない問題でありながら、この不確実性です。８月２日の宮崎の質問１，２に対して、東電

の回答は「地質調査は個別の論文、研究者の調査結果に基づかず、東京電力の調査結果と資料作

成時までの文献によった」と回答をしています。 

東京電力の調査結果と資料作成時までの文献がいかに科学的権威のないものか、一目瞭然です。 

 

Ｑ１．「中央油帯背斜南部周辺の地質図」の藤橋の丘陵の周辺は、見事に「古安田層の緑」が塗ら

れ、丘陵の中心部は「安田層上部層」になっています。東電は、「安田層」と「古安田層」

は「不整合」だと自信を持って発表しています。ボーリングはしていない、「不整合」の写

真はないといっています。でも、東電は回答の中で「周辺の知見を踏まえて」として、はっ

きりと塗り分けています。「安田層」と「古安田層」が「不整合＝古安田層と安田層の境界」

が確認さる知見を持っているのでしょ。「不整合」が確認されている地点を数か所、五万分

の1の地図上にマークして位置を示し、教えてください。 
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Ａ１．古安田層と安田層（下部層）の不整合は、以下の調査で確認しています。 

   その一例は、先にいただいたご質問にもありました『平成 29 年 4 月 27 日付「柏崎平野周

辺の地層の年代について」P11に、横山での不整合写真(Yk-2孔)』です。 

① 発電所敷地北側のボーリング 

② 横山地点のボーリング 

これらの不整合を確認したことや、発電所近傍や柏崎平野周辺の安田層の分布状況から総合

的に検討して地質をまとめています。 
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２．中子軽石層（NG）とDKP火山灰が採取された露頭長崎53、54について、引き続き質問しま

す。9月6日の回答で、NGとDKPが確認されたのは、8月2日の回答通りだとありました。 

Ｑ１．2015,9,18「敷地近傍の地質・地質構造について」P77のボーリング調査結果の図から、 

Ns-9でNGが採取されたとした報告をいとも簡単に、なかったことにして、図から消去して

しまいました。岸(1996)論文で言う露頭長崎54（NGの無いところ）がNs-9地点だったから、

消去したのですか。ならば、8月 2日の回答通りではありません。いや、8月 2日の回答通

りだというのであれば、Ns-9 で NG が採取されようが消去することはなかったと考えます。

なぜ、消去したのですか。 

Ａ１．ボーリング孔「Ns-9」では、中子軽石「ＮＧ」を採取していません。 

訂正前の図では、ボーリング柱状図「Ns-9」の隣に、露頭柱状図「Loc.2」で中子軽石 

「ＮＧ」を確認した情報を投影して示しておりましたが、先にご回答したとおり、その露頭

の位置を誤っており、その投影して表示した位置も誤りでした。 

このため、ご質問のような誤解を生じさせてしまいましたが、更新した図では当該の誤りを

削除、訂正しています。 

 

Ｑ２．P77のボーリングは、頁の標題にあるように「断層」があるか調査したものです。８月２日

の回答どおりとしますと、露頭長崎53の標高27mに約13万年前のNG火山灰があり、露頭

長崎54の標高25m に約 5万年前のDKP 火山灰があることになります。古い火山灰が上に、

新しい火山灰が下。各地点の距離は500mほどです。日吉小近くにはっきりした断層があり

ます。Loc2のNGが簡単に消去される調査です。地下の波形図も信用おけません。断層があ

るのではありませんか。 

Ａ２．この周辺では、地形調査、地下探査（南-１測線、長崎測線）、ボーリング調査を行い、震源

として考慮する活断層がないことを確認できています。 

以 上 
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